
●今年度の税制改正が出揃った模様ですが・・？●

日頃から当事務所をご愛顧いただき、大変ありがとうございます。
また、先日の竜巻などにより被害を受けた皆様方には、心からお見舞い申し上げます。
各種税金の申告・納付期限の延長が申請できますので、ご親戚・お知り合いなどで該当される場合は当事務所または管轄の税務署にご相談ください（裏面に土浦税務署から配付のリーフレットを載せましたので、ご参照ください）。

さて、平成23年度税制改正が概ね出揃った模様ですが、その一部には国会を通過できず平成24年度税制改正で再度議論されるものや見送られたものもあり、諸々の改正内容をよりわかりづらくしております。
その中でやはり気になるのは、“震災復興”財源確保のために創設された『復興特別税』ではないでしょうか・・・。
昨年新聞等で報道されましたのでご記憶の方も多いと思いますが、現在の法人税や所得税・住民税に若干上乗せされて納税することになります。法人の方・個人の方共に該当しますので、ご確認をお願いします（同封のリーフレットをご参照ください）。
　※「2012年度税制改正のポイント」(全24ページの小冊子)を無料配付しておりますので、ご希望の方
　は当事務所までご連絡ください（部数に限りがあります）。

なお、税制情報は紙面の都合上一部抜粋部分のみのご案内ですので、該当される場合
は当事務所までご相談の上ご活用くださるようお願い申し上げます。


	《お客様ご紹介》　（同封のリーフレットをご参照ください）
　当事務所の顧問先の「パソコン教室　エスプラス」様をご紹介します。パソコンスクールでインストラクターをされていた鈴木拓也さんが独立し、平成24年2月に教室を開業されました。パソコン操作に不慣れな方は、一度ご相談されてはいかがでしょうか・・・。
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